平成２３年度労働力調査
平成２４年１月から５月にかけて、平成２３年度労働力調査が実施されます。当該調査は、国民の就業及び不就業の状態を明らかにし、国の経済政策や雇用対策などのための基礎資料を得るための調査です。つきましては、以下のとおり調査が実施されますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
■対象　　　　　韮崎市内で総務省統計局から指定された世帯
■調査基準日　　平成２４年１月～５月の月末。継続した４ヵ月のうち、対象地区内で２ヵ月ごとに異なる世帯を調査対象とする。
調査週間は毎月末１週間（１２月は２０日～２６日）
■対象地区　　　平成２４年１月～４月　藤井町南下条
　　　　　　　　平成２４年２月～５月　清哲町水上
■調査方法　　　県知事が任命した調査員が調査週間前の一週間以内に対象世帯を訪問し、調査票の配布・記入依頼をしますので、各項目に記入をお願いします。調査期間終了後、３日以内に再び調査員が訪問して調査票を回収します。
※調査でお答えいただいた内容については、統計法により厳重に保護されますので安心してご回答ください。
■お問い合わせ先
　　　山梨県統計調査課人口労働担当　　０５５－２２３－１３４１
　　　統計局HP　　http://www.stat.go.jp/data/roudou/
